
「消費者教育の推進に関する基本的な方針」
の見直しについて

資料１



８月～令和５年２月頃

１．消費者教育の推進に関する基本的な方針の変更について
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・消費者教育の推進に関する法律（平成24年12月施行）第９条に基づき策定する、消費者教
育の担い手（国、地方、消費者団体、事業者等、消費者自身）にとっての指針。
・内閣総理大臣及び文部科学大臣が案を作成、閣議で決定。
・平成25年に策定し、平成30年に変更。令和４年度中に２回目の変更を行う。

消費者教育推進会議における議論

パブリックコメントの実施

消費者委員会での意見聴取

閣議決定

消費者教育の推進
（対象期間）
令和５年度～令和11年度（７年間※）

（※）次期基本方針に限り５年から変更。「令和３年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和３年12月21日閣議決定）に基づき、
消費者基本計画と基本方針の対象期間を一致させるための措置。

＜想定されるスケジュール＞

11月頃

令和４年２月～令和５年２月頃

推進会議・消費者委員会への諮問・答申
令和５年３月



２．今回の基本方針の変更方針

 基本的な構成は維持しながらも、消費者教育の進捗、社会経済情勢の変化等を
踏まえて内容を充実

※第３１回消費者教育推進会議（２月）で見直しの論点案を議論いただき、構成を大幅に変更すべきとのご意見はなかった。

基本方針の対象期間を今期に限り７年間に（第31回会議において合意）

• 「令和３年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和３年12月21日閣議決定）に基づ
き、消費者基本計画と基本方針の対象期間を一致させるための措置。

• ７年間となることを踏まえ、対象期間中必要に応じて基本方針の変更の必要性を検討。

Ⅰ. 消費者教育の推進の意義
１ 消費者を取り巻く現状と課題
２ 消費者教育の推進の必要性
３ 基本方針の視点・位置づけ

Ⅱ. 消費者教育の推進の基本的な方向
１ 体系的推進のための取組の方向
２ 各主体の役割と連携・協働
３ 他の消費生活に関連する教育と消費者

教育との連携推進
Ⅲ. 消費者教育の推進の内容に関する事項

１ 様々な場における消費者教育
２ 消費者教育の人材（担い手）の育成・

活用
３ 消費者教育の資源等

IV. 関連する他の消費者施策との連携
１ 消費者の安全・安心の確保
２ 消費者の自主的かつ合理的な選択

の機会の確保
３ 消費者意見の反映・透明性確保
４ 苦情処理・紛争解決の促進

V. 今後の消費者教育の計画的な推進
１ 今後の推進方策について
２ 基本方針の達成度の検証

• 現基本方針の構成は以下の通り。
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３．消費者教育の進捗と課題
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学校

地域
社会

職域

・成年年齢引下げに向け、内容、実施率とも一定の進捗

外部講師の活用等一層の消費者教育の改善・充実

・ 計画策定、協議会設置が進み、消費生活センター等を拠点に、地域の消費者教育は
一定程度進捗

担い手の育成、関係者の連携・相互の学びを促進

・ 取組は緒に就いたところ

継続的学びに向け、職域の取組を強化

 学習指導要領において消費者教育の内容を充実
 高等学校等における実践的な消費者教育の実施率：91％（2021年度）

 消費者教育推進計画：47都道府県・18政令市（2021年４月時点）
 消費者教育推進地域協議会：47都道府県・19政令市（2021年４月時点）
 消費者教育コーディネーターの配置：40都道府県、16政令市（2021年４月時点）
 地方公共団体による講座の実施（2020年度 対学生：3851、対社会人：1443、

対高齢者：2850）

 消費者志向自主宣言事業者：327（2022年５月）
※従業員向け消費者教育の推進に関する取組は2022年度からの実施を検討中

消費者教育＝被害に遭わない（だまされない消費者）＋
より良い市場・社会の発展のために積極的に関与する（自分で考える消費者） の育成



Ⅰ 消費者教育の推進の意義①

・高齢化の進行等（高齢者、障がい者の増加）
・成年年齢の引下げ（令和４年４月改正民法施行）
・孤独・孤立の顕在化（単身世帯化、コロナ禍での接触減）

・在留外国人等の増加（新たな在留資格の創設）
・家計の多様化（金融資産の有無、K字回復による格差）
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（備考）出入国管理庁令和4年3月29日公表資料により作成。

（備考）消費者庁「第４期消費者基本計画の概要」より。

４．基本方針変更案

・多様な消費者の特性を踏まえたきめ細やか
な対応

（備考）総務省「令和３年版情報通信白書」より抜粋。

障がい者数
平成28年 前回（平成23年）

総数 593.2万人 511.2万人
障害者手帳所持者 559.4万人 479.2万人
　身体障害者手帳所持者 428.7万人 386.3万人
　療育手帳所持者 96.2万人 62.2万人
　精神障害者保健福祉
　手帳所持者

84.1万人 56.8万人

障害者手帳非所持者で、
自立支援給付等を受けて
いる者

33.8万人 32.0万人

（備考）厚生労働省「平成28年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」により作成。

消費者の多様化



Ⅰ 消費者教育の推進の意義②

・デジタル化の進展
・持続可能な社会実現に向けた機運の高まり
（食品ロス削減、カーボンニュートラル、プラスチック資源循環、サステ
ナブルファッション）
・自然災害等の緊急時対応（コロナ禍における不確かな
情報の拡散、消費者の行き過ぎた言動等）

2020年度

「SDGｓ」をよく
知っている

まあまあ知って
いる

知らない

「SDGｓ」の認知度

・不確かな情報を受け取った
経験がある割合：41.0％

・従業員への行き過ぎた言動
の見聞経験がある割合：
13.4％

コロナ拡大時の消費者行動
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（備考）消費者庁「「新型コロナウイルス感染症拡大等緊急時における消費行動」に関する消費者意識調査」より。

（備考）損害保険ジャパン株式会社「「ＳＤＧｓ・社会課題に関する意識調査」より。

インターネットを利用した支出総額の推移
（世帯主年齢階層別）

・デジタル化への対応
・消費者自ら及び相互に「学び」「考える」こと
を促進
・消費者市民社会の一員としての行動促進

インターネットの利用状況（年齢階層別）

消費者庁「令和４年消費者白書」より抜粋。
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店員等に大声で

話しているのを

見た又は聞いた

店員等に執拗に

（または長時間）

話しているのを

見た又は聞いた

店員等に対して暴言を

吐いているのを

見た又は聞いた

店員等に対して暴力を

ふるったり、土下座を強要

させているのを見た

又は聞いた

その他

行き過ぎた言動の内容

（備考）総務省「令和２年通信利用動向調査」より抜粋。

社会情勢の変化
（商品取引、情報取得・発信における変化）



 多様な消費者の特性を踏まえたきめ細やかな対応（特に若年者、高齢者等）
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○消費者教育に関する学びが充実した学習指導要領の着実な実施
○大学、事業者の新人研修等における、継続的な教育機会の提供
○若年者が相談しやすいメール等による消費生活相談の推進

○多様な高齢者の実態や社会のデジタル化を踏まえた消費者教育の一層の工夫
○生活の支援が必要な高齢者や障がい者等の支援者（家族、介護従事者、民生
委員等）へ働きかけ

<基本的視点>

<取組の方向>

Ⅱ 消費者教育の推進の基本的な方向①
※赤字は拡充内容



 デジタル化への対応
（①デジタル取引に伴う消費者トラブルから自らを守るための知識、②接する大量の情報に対する
批判的思考力、③適切に情報を収集・発信する力等を身に付けるための取組）
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○多様な高齢者の実態や社会のデジタル化を踏まえた消費者教育の一層の工夫
○若年者が相談しやすいメール等による消費生活相談の推進（再掲）

○デジタル関連の最新のトラブル事例や教材の提供による担い手支援
○消費者教育ポータルサイトでの様々な主体の取組事例や団体情報の発信・提供に
よる各主体間の連携の促進
○メディアの特性や対象となる年齢層等を踏まえた効果的な情報提供手法の検討
○デジタルを活用した消費者自らの情報収集、相互へ伝え合う活動の促進

<基本的視点>

<取組の方向>

Ⅱ 消費者教育の推進の基本的な方向② ※赤字は拡充内容

（再掲）
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<基本的視点>

<取組の方向>

○デジタルを活用した消費者自らの情報収集、相互へ伝え合う活動の促進
○大学生が主体となって周囲の若年者等への啓発活動を行う等、相互の学びを促進

○消費生活が地球環境等に与える影響について考える素材となる情報の提供
○緊急時等における不確かな情報に基づく行動や、適切な意見の伝え方等、消費者
としてよりふさわしい行動を考えるきっかけとなる情報の提供

○社会課題解決のため消費者と事業者の共創・協働の促進（消費者によるエシカル消費
と事業者の消費者志向経営の取組を両輪として推進、食品ロス削減のように両者が協力して取り
組める好事例を発掘・推進）

Ⅱ 消費者教育の推進の基本的な方向③
※赤字は拡充内容

 「教えられる」だけでなく、消費者による自ら及び相互に「学び」「考える」ことを促進
 消費者市民社会の一員としての行動を促進

（再掲）



・小・中・高等学校においては、平成29年、30年に改訂された学習指導要領の徹底、外部講師の活
用を図る。高等学校においては成年と未成年が混在することとなったことにも留意。
・大学・専門学校においては、学生主体の啓発活動等の特色ある取組を促進。コロナ禍による学生の
孤独・孤立化に付け込んだ消費者被害・トラブル等への対応が必要。

・消費生活センター等を拠点に、情報発信や様々な担い手と連携をコーディネート。
・PTAや老人クラブ、多文化共生支援団体等、消費者の特性に応じたコミュニティの活用。
・高齢者・障がい者には、デジタル化に誰一人取り残されないための対応も重要。

・子どもは親を信頼できる情報源と認識していることも踏まえ、保護者が正しい知識を身に付け、家庭
内で普段から話し合うことを促進。
・家庭内において、高齢者と情報共有、連携することも重要。

・事業者のニーズも踏まえつつ、消費者教育の意義、メリットを整理し、事業者向けプログラムを開発
する等、取組を強化。

Ⅲ 消費者教育の推進の内容に関する事項①

１ 様々な場における消費者教育の推進
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学校

地域社会

家庭

職域

※赤字は拡充内容



Ⅲ 消費者教育の推進の内容に関する事項②

２ 担い手の育成・活用

３ 消費者教育の資源等の充実
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・学校の教職員への研修機会や情報の提供。
・消費者団体・NPOが力を発揮できるよう、地域で活動する団体の情報を提供。
・消費生活センター等を地域の担い手育成拠点とするため、地方公共団体へ有用な情報を提供。
・コーディネーターの配置促進、機能向上に向けた支援。
・様々な担い手の連携・協働の場を提供するとともに、学校外の専門家の活用を促進。

・事業者・事業者団体には、公正で健全な市場の参加者として、情報提供や出前講座の実施を
期待し、働きかけや情報提供を実施。
・消費者には、自ら学ぶとともに、自ら考え、消費者市民社会の担い手となることを期待。関係者の
連携と相互の学びを促進。情報モラルや不適当な言動にも留意が必要。

・デジタル化等経済社会情勢の変化に対応し、担い手が活用しやすい教材作成。
・消費者教育ポータルサイトの継続的な改善。
・最新のトラブルについて、デジタル技術も活用して提供。

※赤字は拡充内容



Ⅳ 関連する他の消費者施策との連携
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Ⅴ 今後の消費者教育の計画的な推進

・国は、基本方針に基づき、消費生活に関する教育について各省庁で施策を推進。
・地方公共団体は、基本方針を踏まえ、地域の事情・特性に応じた施策を推進。
・消費者教育の効果的な推進のため、消費者教育推進会議を活用し継続的に議論。

・今期の基本方針の対象期間を７年間としたことを踏まえ、必要に応じて基本方針の変更の必要性
を検討。
・都道府県では全てにおいて推進計画が策定されていることを踏まえ、内容の充実、PDCAサイクル
の確立等、実効性の確保を目指すとともに、広域的視点から管内市町村の取組を支援。市町村で
は、それぞれの状況に応じた形での推進計画の策定を目指す。
・消費者教育の目指すべき姿と照らして、進捗状況や効果を調査。

安全・安心の確保、自主的かつ合理的な選択の機会の確保等

計画的な推進

達成度の検証

※赤字は拡充内容



（参考）我が国の消費者教育を巡る歴史

SDGs

消費者の多様化 デジタル化

緊急時対応 13
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